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【補足説明】

運営基準の改定に伴う

運営規程の変更について
（ 令和 3年 3月 9日 「全国介護保険 ・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料より ）

参考例付き
・ 運 営 規程

・ 重 要 事項説明書



運営規程と重要事項説明書の具体的な改定について、ご説明します

参考例としてあるのは、あくまでも現時点での私案です。

行政、団体等からの提示をご参考にしてください

ポイント



⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７号）

( 3 1 )の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法
や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。 ）が発生
した場合の対応方法等を指す内容であること（以下、他のサービス種類につい
ても同趣旨。 ） 。

省令解釈通知



(運営規程 )

第二十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程 (以下この章において「運営規程」という。 )を

定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 緊急時等における対応方法

七 虐待の防止のための措置に関する事項

七 その他運営に関する重要事項

八 その他運営に関する重要事項

基準省令の改正部分



まず

虐待防止

事業継続計画

の２つです。

運営規程に追加すべきは、



（虐待の防止のための措置に関する事項）

第○○条

施設は虐待の防止に努めるため、以下の措置を（令和６年３月３１日までに）行う

① 虐待防止のための指針を設ける

② 虐待の防止にかかる体制として、虐待防止検討委員会を設置する

③ 虐待防止委員会の委員長を、施設の虐待防止にかかる措置の担当者とする

④ 虐待防止のための従業者への研修を定期的かつ計画的に行う

⑤ 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を示したマニュ
アルを策定する

虐待防止：参考例



（非常災害等対策）

第○○条 施設は、非常その他緊急の事態に備え、執るべき措置について事業
継続計画を策定し、職員及び利用者に周知徹底を図るため、定期的に避難訓練
などを実施する。

２ 事業継続計画は、以下の２つの事態に対応するものとする

① 非常災害時

② 感染症蔓延時

３ 上記について、定期的な訓練・研修等を行う

非常災害時等：参考例



（その他の事項）

第○○条

施設は、感染症の予防及びまん延の防止のため以下の措置を行う

① 感染対策委員会を設置する

② 平常時の対策及び発生時の対応を規定する「感染症の予防及びまん延の防
止のための指針」を策定する

③ 「感染症の予防及びまん延の防止のためのマニュアル」を策定する

④ 従業者に対し、平常時の対策及び発生時の対応に関する研修等を定期的・計
画的に行う

その他：参考例



第○○条

施設は、職場におけるハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を以下の
ように講じる。なお、職場におけるハラスメントには、利用者等からのハラスメ
ントも含まれるとされることに留意しなければならない

① 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っては
ならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する

② 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応の
ための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知する



通所介護における地域等との連携の強化で、運営基準に追加された以下の項目
については、運営規程に入れるべきかは、現在のものとのバランスになります

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流
に努めなければならない。

もし追加するなら

（地域等との連携の強化）

第○○条

事業所は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等の地域との交流に努める

通所介護



追加・変更は、現状との兼ね合いだと思われます

（栄養管理）

第○○条

施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むこ
とができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行う

特養：栄養管理



重要事項説明書に記載すべき項目は、各自治体等で示されておりますので、そ
ちらをご参照ください

重要事項説明書



施設等で、入所（入居）の制限事項がすでにある場合や、他のサービスでも利用
者等への禁止事項がある場合は、そこに、 「従業者へのハラスメント等の禁止」
を入れてもよいかとも思います

ハラスメントについては、入れなくても、法的には差支えはないと思います（し
てはいけないのは当然ですから）

ハラスメントについて



居宅支援事業のサービス割合について
















